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１ 令和７年度の国民健康保険税率（案）について 

（１）令和７年度国民健康保険税率（案）について 
  

第１回国民健康保険運営協議会（令和６年１２月２６日開催）に諮問した「令和７年度の国民健康保険税率（案）」について、答

申された事項を踏まえ、令和７年度の国民健康保険税率を次のとおり改定する。国民健康保険税条例の改定については、令和７年

３月議会に上程し、令和７年４月１日に施行予定である。 
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（２）令和７年度国民健康保険税率（案） 

 

（３）賦課限度額の改定 
 

 改定後 改定前 増減額 

医療分 ６５０，０００円 ６５０，０００円 据え置き 

後期高齢者支援金分 ２４０，０００円 ２２０，０００円 ２万円増額 

介護納付金分 １７０，０００円 １７０，０００円 据え置き 

合計 １，０６０，０００円 １，０４０，０００円 ２万円増額 
 

    

税率 割合 税率 増加率 割合 税率 増加率 割合

所得割 6.30% 58.3% 6.55% 0.25% 58.7% 6.81% 0.26% 59.1%

均等割 25,400円 27,300円 1,900円 29,216円 1,916円

平等割 23,100円 21,000円 ▲2,100円 18,966円 ▲2,034円

所得割 2.30% 57.1% 2.45% 0.15% 58.3% 2.61% 0.16% 59.2%

均等割 8,900円 9,900円 1,000円 11,036円 1,136円

平等割 10,300円 8,700円 ▲1,600円 7,165円 ▲1,535円

所得割 2.07% 58.4% 2.25% 0.18% 58.9% 2.43% 0.18% 59.0%

均等割 9,000円 10,600円 1,600円 12,318円 1,718円

平等割 8,000円 7,000円 ▲1,000円 6,097円 ▲903円

3.0% 3.2%

3.0% 3.2%

2,407人

対前年度 ―

R6年度（現行） R7年度案【採用案】

153,479円

41.7%

―

149,055円

41.3%

＋10,648,647円

358,777,488円 369,426,135円

41.6%

＋4,424円

（※１）令和６年１１月末現在の被保険者データで試算　

区分

41.1%

41.7%

42.9%

賦課総額（一般）（※１）

医
療

後
期

介
護

対前年度

一人当たりの賦課総額

R8年度案（標準保険料率）

40.9%

40.8%

41.0%

380,886,575円

158,241円

＋4,762円

＋11,460,440円

※R7被保険者見込数
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（４）軽減基準の改定【追加報告】 

 

① 改正理由 

  「令和７年度税制改正の大綱（令和６年１２月２７日閣議決定）」において、国民健康保険税の軽減措置に係る判定基準が改

正されることとされた。これを踏まえ、地方税法施行令の一部改正が令和７年４月１日に施行される予定であるため、次の改正

についても併せて実施する。 

 

② 改正内容 

軽減種別 軽減基準所得（世帯主及び国保加入者等の合計所得） 

７割軽減 改正なし 基礎控除額 43万円＋10万円×（給与所得者等の数－１） 

５割軽減 

改正前 基礎控除額 43万円＋29万 5千円×（国保加入者等の人数）＋10万円×（給与所得者等の数－１） 

改正後 基礎控除額 43万円＋30万 5千円×（国保加入者等の人数）＋10万円×（給与所得者等の数－１） 

２割軽減 

改正前 基礎控除額 43万円＋54万 5千円×（国保加入者等の人数）＋10万円×（給与所得者等の数－１） 

改正後 基礎控除額 43万円＋56万円  ×（国保加入者等の人数）＋10万円×（給与所得者等の数－１） 
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２ 法定外繰入金及び国民健康保険事業費納付金 

（１）法定外繰入金 

 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

法定外繰入金 15,053,000円 12,465,000円 63,628,000円 28,002,167円 24,697,000円 

前年度比  △2,588,000円 51,163,000円 △35,625,833円 △3,305,167円 

 

（２）国民健康保険事業費納付金【本算定結果】 

 

①令和７年度（本算定） ②令和７年度(仮算定) ③令和６年度(本算定) (①－②)仮算定との差 (①－③)前年度との差 

410,718,659円 406,166,050円 410,738,667円 4,552,609円 △20,008円 

（※）出典：令和６年度第２回市町村国民健康保険主管課長会議資料（R7.1.20 愛知県） 

【参考】 

市町村名 
令和７年度本算定結果 令和６年度 前年度との差 

①－② ①一人当たり納付金 順位（※） ②一人当たり納付金 順位（※） 

豊山町 １６７，７０９円 ３１位 １６７，１０３円 ２４位 ６０６円 

春日井市 １６７，３５７円 ３２位 １６３，０１９円 ３５位 ４，３３８円 

小牧市 １７３，１１２円 １７位 １６７，１４１円 ２３位 ５，９７１円 

清須市 １７５，０４９円 １３位 １７２，５１４円 １５位 ２，５３５円 

北名古屋市 １７１，４６０円 １８位 １６８，０６７円 ２０位 ３，３９３円 

大口町 １７７，０１７円 １１位 １７７，８５４円 ７位 △８３７円 

扶桑町 １６７，０４１円 ３３位 １５９，７６４円 ４３位 ７，２７７円 

県平均 １６９，０９０円 ― １６６，９３０円 ― ２，１６０円 

 


